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水難事故が起きませんように

相良北卒業生

相良南卒業生

　今年、還暦を迎えるということで村内小中学校

を卒業された方の同級会をそれぞれ茶湯里で開催

されました。相良南小・中学校卒業生は小・中学

校図書館にそれぞれ金一封を。相良北小・中学校

卒業生は相良村社会福祉協議会に金一封をいただ

きました。

　８月 17 日（金）、南・北の小学６年生 44 人が参

加してふるさと学級第４回が開催されました。今

回は宮崎市に出かけ、午前中に宮崎県総合博物館

の展示資料を見学し、歴史や自然等について学び

ました。特に、子どもたちは昆虫の特別展を時間

いっぱいまで熱心に見ていました。午後は、宮崎

県立美術館で西洋の絵画を鑑賞しました。

　８月 27 日（月）、６年生 44 人が参加して第５回

が開催されました。五木村頭地資料館「やませみ」

周辺の河川敷で、レスキュー活動について学び、

カヌー体験をしました。とても暑い日だったので、

子どもたちは川に入りとてもイキイキとした表情

で遊んでいました。

　８月 28 日（火）並木野公民館において、高齢者

の交通安全教室が実施されました。永寿老人クラ

ブから 21 名が参加し、実際に横断歩道を渡るとき、

どのくらい時間がかかるか機械を使い数名が計測

し、計測を元に、スクリーンを見ながら事故に遭

わないための、横断の方法について指導を受けま

した。「自分は大丈夫」が一番危険です。

　権現橋のところに井沢地区の方たちで昔から

言い伝えられている川神楽（かわかぐら）を水難

事故がないようにと作成されました。毎年２回作

成されているとのこと。川に泳ぎに来ていた子ど

も達は、興味深そうに見ていました。

水難事故を防ぐ 金一封を寄付

高齢者の交通安全 ふるさと学級

川でいっぱい遊びました。

2ページ　村内小中学校を卒業された方の

　　　　　されました

3ページ　球磨工業高等学校のカヌー部に所属してる相良中学校卒業生が、

　　　　　2,135冊

　　　　　延べ84人が参加し、

　　　　　開設されました。
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　相良南小学校では、いよいよ夏休みも終わりに近づ

いた、８月 28 日（火）から 30 日（木）の三日間、南小学

校の図書館と川辺・柳瀬構造改善センターの３か所で、

延べ84人が参加し、「夏休み学習ルーム」を今年初めて

開設されました。

　子ども達に勉強しやすい環境を提供することで、学

習習慣や夏休みから通常の学校生活に戻すきっかけに

なればと、午前９時から午前 11 時までの２時間、夏休

みの宿題や自主学習を先生達と一緒に勉強しました。

　相良南小学校、相良中学校の校医の緒方俊一郎さんが、

今年もそれぞれの図書館に図書購入費を贈られました。

昭和 63 年から毎年贈られ、今回で 20 回目。

毎年贈られる図書購入費で、南小学校の図書館には

2,135 冊、中学校の図書館には 1,230 冊の本が購入さ

れました。

　相良中学校の図書司書の田上先生は「本当に感謝し

ています。夏休みも終わり、これから読書の秋になるの

で、生徒達にもっと本を読んでもらいたいです。」と話

されていました。

結果は次のとおりです。

　徳澄　尚紀（３年生）500 ｍ ２位・200 ｍ ３位

　宮原　拓也（３年生）500 ｍ ３位・200 ｍ ４位

　木崎　誠二（３年生）500 ｍ ３位・200 ｍ ６位

　吉松　将吾（３年生）補欠として参加

　その他 12 種目で入賞し、男子総合優勝！！

　９月 29 日から秋田県で開催される第 63 回国民体育

大会に下記のとおり出場されます。

　宮原　拓也（３年生）・木崎　誠二（３年生）・

　吉松　慶二（成人の部）

応援よろしくお願いします！

　球磨工業高等学校のカヌー部に所属してる相良中学校卒業生が、7 月 29 日から８月 1 日まで佐賀県の白水

町で行われた「平成 19 年度佐賀県インターハイ フラットウォーターレーシングカヌー」で総合優勝を収

められ、優勝報告されました。

男 子 総 合 優 勝

今 年 で 2 0 回 目

学 習 習 慣 を 取 り 戻 そ う

中学校図書館にて
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　両親が共働きの小学生を対象として夏休み期間

中を利用して実施された、「サガラッパ塾夏季講座」

の閉講式が８月 30 日（木）に南小学校で開催され

ました。

　閉講式では、福田塾長、西浦教育長、中原校長先

生の挨拶やサガラッパ塾でお世話になった先生方

からの挨拶があり、最後には、児童全員で先生方

に「ありがとうございました。」とお礼の言葉が述

べられました。

　夏季講座では自由学習、プール遊び、ストーン

クラフト、陶芸教室などを体験、学習し、子どもた

ちにとっては、充実したものとなったようです。

　８月 26 日（日）に相良南小学校で除草作業が行

われたあと、ＰＴＡビーチバレーボール大会が南

小学校体育館で開催されました。各学年クラス別

で 23 チームが参加され、白熱した試合が繰り広

げられました。

　夏休みを利用し、相良中学校の図書委員会とボ

ランティア委員会の 35 人が、それぞれ自分達の

卒園した園に訪問し、保育園や幼稚園の園児達に

絵本の読み聞かせなどをしてふれあいを持ちまし

た。

　絵本の読み聞かせを通して自らも読書の楽しさ

を学び、子ども達にも感動を届けられればと「夏

のおはなしかい」と題し、初めて計画され、園児た

ちも感情込めて読まれる話に聞き入っていました。

　８月 13 日（月）に井沢地区の第６回井沢夏祭り、

８月 25 日（土）に知的障害者授産施設あさひヶ

丘で第９回目となる夏祭りが行われました。井沢

地区の祭りでは、ラムネの一気飲みや踊りなども

披露され子ども達も大喜び。あさひケ丘の夏祭り

では、特設されたステージ上で、施設利用者の歌

や踊り、福引大会などもあり、大盛況でした。

夏 祭 り いよいよ2学期

夏のおはなし会 親睦を深める

第 6 回井沢地区夏祭り

第 9 回あさひケ丘夏祭り

結果は次のとおりです。

優勝　3 年 2 組

2 位　 6 年生

3 位　 4 年生
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【問合せ先　国保係】

　4 月より新しく倉田正美さん（平原区）が身体に障害がある方や家族の方

の相談員（身体障害者相談員）として熊本県より委託されました。障害福祉

に関することなど相談等ありましたらお気軽に相談してください。

身体に障害のある方の相談等を気軽にどうぞ。

相良村国民健康保険からのお知らせ

医療制度改正により、平成20年４月から下記の項目が改正となります。

①一部負担金（病院窓口での支払額）の変更

　　前期高齢者（70 歳以上～ 75 歳未満）の方で、病院等の窓口での支払が、医療費の 1 割（現役並の

　所得者は 3 割）負担ですが、4 月からは医療費の 2 割となります。（現役並の所得者は従来どおり）

②年齢制限の変更

　　現在は、3 歳未満の方で、病院等の窓口での支払が医療費の 2 割負担ですが、4 月からは年齢の引

　き上げにより義務教育就学前までとなります。

③保険者の変更

　　今までは、75 歳以上（一部 65 歳以上）の被保険者は、国民健康保険・社会保険等とそれぞれの保

　険に加入し、相良村の老人保健で医療費の支払いをしてきましたが、4 月より熊本県下一本の保険者

　となる後期高齢者医療が始まります。一部負担金（病院の窓口での支払）については従来どおりで、

　新たに保険料を原則年金から控除されます。

　 ○ 受診時間午前９時から午後５時まで ○

 7 日　人吉総合病院小児科
　　　　　　　　　  　　２２－２１９１
 8 日　やまむら医院
　　　　　　　　　  　　４５－０００５
14 日　堤病院附属九日町診療所小児科　　　　
　　　　  　　　　　　２２－２２５１
21 日　たかはし小児科内科医院　　　　　　
　　　　  　　　　　　２４－２２２２
28 日　増田クリニック　　　　　　　　　　
　　　　  　　　　　　２２－３５７０
＊受診される場合は、医療機関へ連絡してく
　ださい。

10 月小児科在宅当番医

倉田正美さん

連絡先：24-7233（自宅）
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平
成
20
年
４
月
か
ら
、
新
し
い
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
「
老
人
保
健
制
度
」
で
医
療
を
受

け
て
い
た
人
は
、
新
た
に
独
立
し
た
「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
老
人
医
療
費
を
中
心
に

国
民
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
現
役
世
代

と
高
齢
者
の
負
担
を
明
確
に
し
、
公
平
で

わ
か
り
や
す
い
制
度
と
す
る
た
め
、
75
歳

以
上
の
後
期
高
齢
者
を
対
象
と
し
て
創
設

さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

都
道
府
県
ご
と
に
区
域
内
の
全
て
の
市

町
村
が
加
入
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
（
以
下
「
広
域
連
合
」）
が
運
営
主

体
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
運

営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

事
務
の
う
ち
、
保
険
料
の
徴
収
、
被
保
険

者
か
ら
の
申
請
や
届
出
の
受
付
、
保
険
証

の
引
渡
し
な
ど
の
窓
口
業
務
を
行
い
ま
す
。

広
域
連
合
は
、
保
険
料
の
決
定
や
財
政
運

営
、
医
療
を
受
け
た
と
き
の
給
付
な
ど
制

度
の
運
営
全
般
を
行
い
ま
す
。

　

熊
本
県
内
に
住
所
を
有
す
る

①
75
歳
以
上
の
人
（
75
歳
誕
生
日
か
ら
）

②
65
歳
か
ら
74
歳
の
人
で
寝
た
き
り
等

の
一
定
の
障
害
が
あ
る
人
（
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
）

　

今
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、

１
割
（
現
役
並
み
所
得
者
は
３
割
）
を
医

療
機
関
の
窓
口
に
支
払
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

保
険
料
率
は
原
則
と
し
て
県
内
均
一
と

な
り
ま
す
。
保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ
た
健

保
組
合
な
ど
の
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
人
も
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

保
険
料
の
納
め
方
は
、
介
護
保
険
と
同

様
に
、「
特
別
徴
収
」
と
「
普
通
徴
収
」
が

あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
後
日
、
広
報
し
ま
す
。

　

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
も
、
こ
れ
ま

で
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
の
給
付
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

①
療
養
の
給
付
（
病
気
や
け
が
の
治
療
を

　

受
け
た
と
き
）

②
入
院
時
食
事
療
養
費
（
入
院
し
た
と
き

　

の
食
事
代
）

③
入
院
時
生
活
療
養
費
（
療
養
病
床
に
入

　

院
し
た
と
き
の
食
事
代
・
居
住
費
）

④
高
額
療
養
費
（
１
ヶ
月
に
支
払
っ
た
自

　

己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
）

⑤
高
額
介
護
合
算
療
養
費
（
１
年
間
に
支

　

払
っ
た
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
と

　

き
）

⑥
訪
問
看
護
療
養
費
（
医
師
の
指
示
で
訪

　

問
看
護
を
利
用
し
た
と
き
）

⑦
療
養
費
（
や
む
を
え
ず
全
額
自
己
負
担

　

し
た
と
き
）

⑧
葬
祭
費
（
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
）

お
問
い
合
わ
せ

国
保
係

熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
９
６
・
３
６
８
・
６
５
１
１

●
後
期
高
齢
者
医
療
で

　
　

受
け
ら
れ
る
主
な
給
付

●
保
険
料

●
医
療
を
受
け
る
と
き
の
一
部
負
担

●
保
険
証

●
対
象
者
（
被
保
険
者
）

●
市
町
村
と
広
域
連
合
の
役
割

●
広
域
連
合

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

制
度
の
主
な
内
容

平
成
20
年
４
月
か
ら

 

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

始
ま
り
ま
す
。

75
歳
以
上
の
方
へ

75
歳
以
上
の
方
へ

　
　
　

 
（
65
歳
か
ら
74
歳
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
方
）
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●時効消滅分も給付へ
　平成 19 年 7 月 6 日の「年金時効特例法」の施行に伴い、年金記録の訂正による年金の増額分は、５年間

の時効により消滅した分を含めて、ご本人、または遺族の方へ全額をお支払いすることが出来るようにな

りました。対象となるのは、時効消滅により受け取ることができなかった年金の増額分などがある、次の方々です。

1. すでに年金記録が訂正されている方

①年金記録の訂正により年金額が増えた方

②年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方

③①や②に該当される方が亡くなられている場合には、そのご遺族の方

2. 今後、年金記録が訂正される方

④今後、年金記録が訂正された結果、右記①～③と同様に年金額が増える方

●必要な手続きは？
1. 年金の受給開始後、すでに年金記録が訂正されている方

　社会保険庁から、あらかじめ必要な事項を印刷した用紙を平成 19 年 9 月より順次発送致します。

　また、今すぐに手続きをしていただくこともできます。その場合には、お近くの社会保険事務所に具体

的な手続をお問い合わせください。

2. 今後年金記録が訂正される方

　記録訂正の手続き以外に特別な手続は必要ありません。自動的に 5 年を経過した分の年金額もお支払い

します。

「年金時効特例法」が施行されました

【問合せ】　　国保係

　戸籍や住民票の写し、印鑑登録証明書などの証明書は、役場のほか四浦郵便局・川郵便局で申請することができます。

申請には、印鑑及び手数料が必要です。また、本人確認のため、運転免許証または保険証をご持参ください。

　ただし、郵便局での申請は本人による申請に限られますので、代理人の申請はできません。代理人による申請をされ

る場合は、役場での申請となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ先】戸籍係

四浦・川郵便局での戸籍等の証明書交付について

「オープンスクール」
公開授業・各種展示

受　　付
自由参観

終了

9：00 9：30 11：50

たくさんのご参加お待ちしてます！
熊本県立球磨養護学校
球磨郡多良木町多良木4217（〒868-0501）
TEL0966-42-3792　FAX0966-42-6938
問い合わせ（教頭：徳永次郎）

熊本県立球磨養護学校
○養護学校ってどのような学習をしているのか知りたい。

○特別支援教育についてもっと知りたい、勉強したい。

○子どもの教育や学習指導で悩んでいる。

○特別支援教育コーディネーターになったので情報を得たい。

ぜひ、球磨養護学校にお越しください！！

【日程・内容】

日時：平成 19 年 10 月 19 日（金）9：30 ～ 11：50

日程

「オープンスクール」
○公開授業（小学部、中学部、高等学校）
　・朝の学習
　・「くまよう祭」（10月28日開催）に向けた授業
　　小学部：生活単元学習（遊びを中心とした学習）
　　中学部・高等部：作業学習（製品作りを中心とした学習）
○各種展示
　・教材教具　・教科用図書　・専門書および
　　教育雑誌　・支援マップ
　　児童生徒作品、パネル等

※申込方法：申込書に必要事項をご記入のう
　え、10月11日（木）までに
　郵送またはファクシミリにてお申込みください。

平成19年度　球磨養護学校「オープンスクール」公開授業のご案内

　平成 19 年 10 月 28 日（日）に多良木町の県

立球磨養護学校において学校行事「くまよう祭」

を開催いたします。

　当日は、小学部の遊び場を開放したり、中学・

高等部の作業製品の販売会や、ＰＴＡ・賛助

団体のバザーを行います。

　またステージの部では、本校児童生徒の発

表や南稜高校吹奏楽部、エアロステップ（エ

アロビクス）の賛助団体の発表があります。

お誘い合わせの上、是非おいでください。

連絡先：熊本県立養護学校

　　　　　　　　　　　電話 0966-42-3792

「くまよう祭」のご案内
まつり

※参加費：無料です

国 民 年 金
インフォメーション
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生涯学習のひろば生涯学習のひろば生涯学習のひろば
いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習

　去る７月 25 日（水）、総合体育館研修室において

相良村社会教育委員の初会議が開催されました。

　本村では、社会教育委員を公民館運営審議会委員

と兼ねており、８名の委員で構成しています。年３

回の定例会や各種研修会、大会に参加し、委員の資

質向上を図っています。

　今回の会議では、平成 20 年度の事業計画、社会

教育活動方針などを審議し、今年度からスタートし

た「放課後子ども教室推進事業」についての取り組

みについて協議しました。

　今後も、本村の充実した社会教育振興を図るため、

更なる調査審議を行います。

◎相良村社会教育委員（公民館運営審議会委員）

会　長：池井浩之（村生涯学習センター運営委員長）

副会長：紫安まき子（相良村婦人会長）

委　員：村橋勝記（相良中学校長）、中原修身（相

良南小学校長）、渡邉廣敏（相良北小学校長）、豊

福寅熊（村老人クラブ連合会長）、迫田鶴夫（村文

化協会長）、徳田正臣（村 PTA 連絡協議会長）

かぎ針等で、マフラー、セーターなど、暖かい雰囲

気のものを作る教室です。初心者大歓迎！

○場　所：虹染庵（深水・広域農道沿い）　

○コース：①毎月第１・３火曜日 午前 10 時～ 12 時

　　　　　②毎月第２・４土曜日 午前 9 時 30 分～　

　　　　　　11 時 30 分

○受講料：月 2，000 円（別途教材費）

○定　員：各１０名程度

○講　師：井上 年さん

内容：絵本の読みきかせ、紙芝居、手話歌など

日程：９月２７日（木）

　　　午後７時３０分～

場所：相良村生涯学習センター

　相良村では、国が今年度から創設した「放課後子ども

教室推進事業」の補助を受け、相良南小で「サガラッパ塾」、

相良北小で「四浦塾」を開設し、子育て中の家庭を支援し、

放課後や夏休みに小学校の余裕教室等を活用して、子ど

もたちの安全・安心な居場所（拠点）づくりに取り組ん

でいます。

　夏休み期間中は「夏季講座」として、土日、お盆等を

除いて毎日開講し、サガラッパ塾に４ 1 名、四浦塾に１

８名の子どもたちが参加し、指導員の先生達と一緒に、

午前８時から午後 6 時まで、宿題や自由研究、読書、プ

ールなど様々な体験活動を行い、夏休みを元気に過ごし

ました。

　特に、サガラッパ塾では、石鹸作り、ストーンクラフト、

陶芸体験、四浦塾では、オセロ作り、グラウンドゴルフ、

誕生会などを行い、夏休みの思い出作りをしました。

　９月からは、放課後子ども教室として、それぞれの学

校で子どもたちが元気にスポーツや勉強を頑張っています。

サガラッパ塾

石鹸づくり

四浦塾

学習風景
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子どもの読書に関するアンケート結果
（保育園分）まとまる

　保護者に子どもが読書することは大切だと思うかを聞いたところ、保護者全員が「大切だ」と答え、保護

者本人に本を読むことが好きか聞いたところ、「好き」と答えた人が 88％に達しました。

しかし、保護者に子どもに本を読んであげるかを聞いた結果は、「よく読む」と「時々読む」と答えた人の合

計は全体の 73％でした。これは、県の平均と比べると 10 ポイント少ない数値になります。

　また、保護者本人に 1ヶ月に何冊くらい本を読むか聞いたところ、１～２冊が 57％で最も多く、０冊が

37％と続きました。本を読まない理由については、「読む時間がない」と答えた人が 86％で最も多く、保護

者の忙しい日常生活がうかがわれます。読みたい本の入手方法については、「本屋・書店で買う」が 85％で

最も多い回答でした。

　子どもたちの読書離れの原因については、「テレビやテレビゲームの時間が増えた」と答えた人が 81％

に達しました。

また、子どもの読書離れを改善する方法については、「子どもが小さい時から、親などが本の読み聞かせを

する」と答えた人が 61％で最も多く、「テレビやテレビゲームの時間を短くする」が 22％と続き、子ども

の読書離れを改善するためには、小さい時からの本の読み聞かせが大切だと考える保護者が多いことがわ

かりました。

　アンケート調査は、教育委員会が各保育園・幼児園に依頼して８月後半に実施したもので保護者の 85

％が回答し、結果は「相良村子どもの読書活動推進計画（仮称）」策定に利用されます。

アンケートにご協力いただきました皆様にお礼申し上げます。

保育園・幼児園の保護者対象アンケート結果

　このほど教育委員会が保育園・幼児園の保護者 133人を対象に実施した子ども

の読書活動に関するアンケート結果がまとまりましたのでお知らせします。アン

ケート調査は、６月に実施した小・中学校分につづき２回目となります。詳細は、

以下のとおりです。

　村では、文化活動の発表をとおして村民の親睦を

深め、いきいきとした村づくりに寄与することを目

的に文化祭を開催し、文化祭会場に展示する作品を

募集いたします。

〈対象となる物〉

　日頃、趣味などで製作された作品（生け花、書道、

竹細工、絵画、写真、手芸品など、自作品であれば種

別は問いません。）

展 示 場 所 　相良村総合体育館アリーナ

展 示 期 間 　10月27日（土）・28日（日）（２日間）

申込締切日　10月18日（木）

作品搬入日　10月26日（金）

【申込・問合せ先】

　　相良村教育委員会　電話３５－００９０

第５回相良村文化祭展示作品の募集 平成20年相良村成人式のご案内
平成２０年成人式を次のとおり開催いたします。

○日時　平成２０年１月４日（金）

　　　　受付：１２時３０分～

　　　　開式：１３時００分～

○場所　相良村総合体育館　１階研修室

○対象　昭和 62 年４月２日～昭和 63 月４月１日

　　　　生まれで、相良村在住の方、又は村内出

　　　　身者の方です。

　　　　※対象者には、11 月下旬頃案内状を送

　　　　　付いたします。

　　　　　

お問合せ先：相良村教育委員会 社会教育係

　　　　　　　　ＴＥＬ：３５－１０３９



広報 10

労働力がほ
しいなぁ

誰かいないか
なぁ

農作業の経験
がなくてもで
きるんだ！

技術を生かしてま
だまだ働きたい
なぁ

自分の中で、健康増進と生きがいが満た

され、技術能力にあった作業が出来ます。

身近な仕事場で、副収入が得られます。

地域等のふれあいの場が広がります。

税関で保管している通貨

農作業をやりたい人、お願いしたい人はいませんか！農作業をやりたい人、お願いしたい人はいませんか！

引揚者のみなさまへ

求人希望農家

農業労働力がほしい！

JAくま中央地域
無料職業紹介所

J Aくま中央地域無料職業紹介事業は、求

職者がその能力を発揮できる職業に就き、

一方では、求人者が必要とする労働力を雇

用することができるように、情報提供、相

談指導、助言等の一連の援助活動を行い、

求職者と求人者との間における雇用関係の

成立を無償で斡旋する事を目的としていま

す。

厚生労働大臣許可

・水稲全般
・果樹の管理作業、収穫等
・花芽摘、収穫、箱詰作業
・一般農作業
・機械利用農作業
・その他農作業等

（お問い合わせ）
JAくま中央営農センター内
JAくま中央地域無料職業紹介所
電話　38-0549
担当者　竹本・今村・清水

自分の農機具を持ち

込んで作業できます。

農業労働力が安定的に得られます。

適期作業ができ品質向上、安定収量が得ら

れます。

農業経営の維持発展が図られます。

農作業の種類

求職希望農家

農業で働きたい！

　税関では、終戦後、外地から引き揚げてこられた方々からお預かりした通貨や証券類をお返ししています。

お返しする通貨等は次のものです。

1. 終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が、上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証券など

2. 外地の集結地において、総領事館、日本人自治会などに預けられた通貨・証券などのうち、その後日

　本に返還されたもの

　お預かりした通貨等の半数以上は返還のお申し出がなく、現在も税関に保管されたままになっています。

これらの返還については、ご本人だけでなく、ご家族の方も請求することができます。

　お心当たりの方は、お気軽に税関へお問い合わせください。

○お問合せ先
長崎税関監視部（フリーダイヤル）0120-828-680　〒850-862　長崎市出島町1番36号
ホームページによるお知らせも行っています。　ホームページアドレス　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

お申し込みを
お待ちしてお
ります。
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日　時　　10 月 10 日（水）午前 10 から午後 3 時まで

場　所　　熊本地方・家庭裁判所人吉支部人吉市寺町 1 番地　TEL0966-23-4855

相談員　　弁護士、調停委員、裁判所及び法務局の職員

相談内容　一般法律問題、家庭問題、金銭問題、交通事故問題等

《掲載例》
法テラス熊本主催「法テラス熊本 in 人吉 無料法律相談＆情報提供」開催

〈日時〉　平成 19 年 10 月 4 日午後 1 時～ 4 時まで（受付　お昼 12 時 30 分～午後 3 時 30 分まで）

　　　　※但し、弁護士による相談は所得の少ない方に対するものなので、事前に電話による予約申込み、        

　　　　　審査が必要です。弁護士相談の予約受付開始は 19 年 9 月 18 日（火）午前 9 時からです。（予定

　　　　　人員に達したところで打ち切ります。）。

〈場所〉　人吉市総合福祉センター（熊本県人吉市西間下町 41-1）

　　　　弁護士・法テラス熊本の専門職員による相談（多重債務、夫婦関係、相続、交通事故、その他全般）。

問い合わせ・予約受付　電話番号 050 － 3383 － 5522 法テラス熊本まで。

【ご相談に応じる内容】

①各種許認可・登録に関すること。

　（建設業、運送業、風俗営業等の営業許可、開発・

　農地転用・帰化等の許可、車庫証明及び車両登録、

　外国人登録など）

②会社・医療法人・協同組合等の法人設立に関すること。

③遺言・相続に関すること。

④経理記帳・内容証明書・契約書の作成に関すること。

（1）　電話無料相談会

　行政書士の業務に関し、電話で相談に応じるものです。

　日時：平成 19 年 10 月 1 日（月）10：00 ～ 16：00

（2）　街頭無料相談会

　電話での相談が難しいケースやご来場いただける皆

　様へ、専門の行政書士直接面談にて相談に応じます。

　日時：平成 19 年 10 月 9 日（火）・10 日（水）の 2 日間

　　　　　10：00 ～ 16：00

　場所：熊本交通センター地階「観音の泉前広場」

　　　　　（熊本市桜町 3 番 10 号）

　※行政書士には守秘義務が課せられていますので、

　　安心してご相談ください。

　上記についての問合せ

　熊本県行政書士会　

　〒 862-0956　熊本市水前寺公園 28 番 47 号　

　　電話番号：096（385）7300

　　e-mail:info@kumagyou.jp

「法の日」週間の行事について（依頼）

行政書士による無料相談 司法書士　無料相談所

▽主催　熊本県司法書士会人吉支部

▽日時　10 月 13 日（土）午前 10 時～午後３時

▽場所　人吉市九日町　イスミ本店　3 階

▽相談内容　法務局登記関係、簡易訴訟関係、　

　　　　　　多重債務関係など

＊相談内容については秘密を厳守し、他に洩れる

　ことはありません。

【問合せ先】司法書士　西秀夫事務所☎ 24 － 7588

「秋の行政相談週間」相談所

10月15日（月）から21日（日）までは秋の行政週間です。

　次のとおり相談所が開設されます。相談料は

無料です。お気軽にご利用ください。

▽日時　10 月 17 日（水）午前 10 時～午後３時

▽場所　相良村畜産研修センター

【問合せ先】役場総務課行政係　☎ 35 － 0211

12月4日から10日までの一週間は人権週間です

それにちなんで人吉人権擁護委員協会では人権につ

いての川柳「人権川柳」を募集します

人権川柳を作ってみませんか！！

（※応募作品の著作権は、主催者に帰属します）

○応募できる人　どなたでも応募できます。

○応募方法　郵送又は持参（用紙適宣・一人 3 点まで）

　　　　　　住所・氏名・電話番号をご記入ください

○募集期間　平成 19 年 10 月 1 日（月）から

　　　　　　平成 19 年 11 月 9 日（金）まで

○応募先　熊本地方法務局 人吉支局
　　　　　（人吉総合病院前）
　　　　　〒 868-0057　人吉市土手町 36-1
　　　　　☎ 22-3393　FAX24-3667

無　

料

相　

談

無　

料

相　

談
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その時、あなたはどうする！その時、あなたはどうする！

次回は連載Ⅱ

緊急地震速報「利用の心得」を

掲載します。

緊急地震速報は、地震による強い揺れを
事前にお知らせすることを目指す新しい情報で
今年10月1日から提供を開始する予定です

緊急地震速報のしくみ

緊急地震速報は、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い
揺れ（震度４以上）の地域の名前を強い揺れが来る前にお知らせす
るものです

○「緊急地震速報」は、震源近くで地震（Pは、初期微動）をキャッチし、位置、

　規模、想定される揺れの強さを自動計算します。

　地震による強い揺れ（Ｓ波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、素早くお知ら

　せします。

○ただし、震源に近い地域では、「緊急地震速報」が強い揺れに間に合わないこと

　があります。

連載Ⅰ
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～地元地域物産品販売及び北海道・沖縄フェア

（遠い国からの贈り物）開催～

テーマ「自己発見」～真心のサービス開発～

1. 開催日　平成 19 年 10 月 21 日（土）・22 日（日）

　　　　　　　　　10：00 開店　15：00 閉店

2. 場　所　熊本県立球磨商業高等学校

　　　　　（本校体育館およびその周辺）

　　　　　住所　球磨郡錦町西 192

　　　　　TEL　0966-38-2052

3. 内　容　地元地域特産品および北海道・沖縄特

　　　　　産品の販売

（生徒販売実習）

平成１９年度「第１７回球磨商百貨店」 「裁判員制度ミニフォーラム」

職員を装った不審な
　電話にご注意下さい。

「第六回ひとよし・くま心のバリアフリー・
アートフェスティバル」開催のお知らせ

○日　　時　10 月 26 日（金）午後 1 時 30 分から

　　　　　　午後 4 時まで

○場　　所　熊本地方裁判所人吉支部「ラウンド

　　　　　　法廷」人吉市寺町 1 番地

○募集人数　40人（先着順）

○内　　容　①広報用映画の上映（題名「裁判員」

　　　　　　　俳優　村上弘明主演）

　　　　　　～選ばれ、そして見えてきたもの～

　　　　　　②裁判員制度の説明及び裁判官との

　　　　　　　意見交換

○申込方法　電話でお申込みください。

○申込み・問い合わせ先

　　　　　熊本地方裁判所人吉支部庶務係

　　　　　          電話 0966 -23 -4855

　「厚生労働省社会医療センター（又は厚

生労働省医療保健センター、厚生労働省社

会保険局）ですが、医療保険特別補助金○

○円の請求期限が今日までなので請求手続

を行って下さい。」

（同様のケース）

「高額療養費の申請手続きが行われていません。

銀行／郵便局の ATM に言って電話をして下さい。

すぐに振り込みます。」

　厚生労働省では、このような請求手続の依頼は

行っておりません。このような電話があっても、

銀行口座等の個人情報を教えたり、金銭の振り込

みを行ったりすることのないようご注意ください。

　このフェスティバルは、生涯を持つ方達
がより参加しやすくなるように、地域の人々
が障害について理解する機会として開催し
ます。

日程　平成 19 年 10 月 27 日（土）午前 10 時～

　　　　　　　　　　 28 日（日）午後 4 時まで

場所　人吉クラフトパーク石野公園（石野公園

　　　まつりと共催）

内容　音楽会（27 日のみ）、作品展示、折り紙・

喫茶・手芸品や農産物販売、UD 製品の展示など

※入場は無料です。皆さん、参加できる楽しいイ

ベントです。御来場をお待ちします。

詳しくは、ひとよし・くま心のバリアフリー・ア

ートフェスティバル実行委員会事務局

（球磨地域振興局総務企画課 TEL0966-22-3107）

までお問い合わせ下さい。
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● ライトの上向き・・・

　　　　　前方約１００メートル先まで照射

● ライトの下向き・・・

　　　　　前方約　４０メートル先まで照射

別図

人吉デジタル中継局のリモコン番号、チャンネル、放送区域

送信場所：高塚山　定格出力（10W)

※放送のエリア内でも地形や

ビル影などにより電波が遮ら

れる場合など、視聴できない

ことがあります。

放送局

NHK総合

NHK教育

RKK

TKU

KKT

KAB

リモコン
番号

1

2

3

8

4

5

チャンネル
（周波数）

17ch

25ch

18ch

19ch

20ch

21ch

定格出力（10W)

送信場所

- 災害が起きたら -
①切れたり垂れ下がったりした電線には近づかない
　でください。
　・台風や地震によって切れた電線や垂れ下がった電線は、
　感電のおそれがあり大変危険です。絶対に近づいたり、
　触れたりせずに、最寄の九州電力までご連絡ください。
②避難するときはリミッター・ブレーカーを切りましょう。
　・設備に異常がなければ災害時も電気は送られてきます。
　電気の消し忘れによる火災などを防ぐため、分電盤のリ
　ミッター・ブレーカーは必ず切ってから避難しましょう。
- 電気使用を再開するとき -
①水につかった電気器具などは、安全を確認してから
　使用しましょう。
　・災害で傷ついたり、水につかった電気器具、屋内配線
　などは、漏電や火災の原因となります。必ず電気店など
　で点検を受け、安全を確認した上で使用しましょう。
- 緊急情報をチェック -
　①台風などの大規模な災害発生時には、電話がつな　
がりにくくなることがあります。停電情報は下記の携　
帯電話サイトやホームページでも確認できます。

▼　携帯電話から
　　http://kyuden.jp

▼パソコンから
　　http://www.kyuden.co.jp

【例外】

● 対向車があるとき

● 他の車の直後を通行するとき

　で、他の車等の交通を妨げるおそれがある時は、

　下向き（すれ違い用）にしましょう。（道路交通法

　第 52 条第２項等解釈）

事故防止のポイント

台風や地震などの災害に備えて、日ごろから
災害時の注意を確認しておきましょう。 知ってましたか？ライトは上向きが基本

人吉地区及び水俣地区で地上デジタル放送の試験放送開始

☆ドライバーの方は、ライトのこまめな

　操作で上向きに！

☆歩行者の方は、車から早く発見される

　ために反射材の活用を！

～一般のご家族で受信可能試験放送を 9 月 3 日から開始～
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☆
毎
月
第
一
日
曜
日
は
「
家
庭
の
日
」
…
家
族
そ
ろ
っ
て
話
し
合
う
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
在
、
月
一
度
は
一
家
団
ら
ん
の
日
を
持
ち
、
家
庭
づ
く
り
の
き
っ
か
け
と
し
ま
す
。

日 月 火 水 木 金 土

変更になる場合もあります。10月の行事予定

7 8

14 15 16 17 18 19 20

9 10 11 12

19/30 2 3 4 5

13

6

21 22 23 24 25

30

26

31

27

2928

◆ポリオ
　（3～90ヶ月児）
○カラオケ教室
　（午前）

○手編み教室（午
　前）

○手編み教室（午
　前）

○手編み教室（午
　前）

○カラオケ教室
　（夜間）

○カラオケ教室
　（午前）
村民グラウンド
ゴルフ大会

○第5回相良村文
　化祭（作品展示
　のみ）総合体育
　館アリーナ
○手編み教室（午
　前）

○第5回相良村文
　化祭（舞台発表・
　作品展示）午前
　9：30分開会総
　合体育館アリ
　ーナ

○カラオケ教室
　（夜間）

◆母子健康手帳
交付・母親学級(受
付9:00～9:20役
場１階保健室）～
11:00まで

◆母子健康手帳
交付・母親学級(受
付9:00～9:20役
場１階保健室）～
11:00まで

◆幼児歯科健診
（H15.1～3月生）

●読書の日・ノー
　テレビデー
◆ 社 会 保 険 出 張 相    
談(受付9:00～11:30，
13:00～14:30）多良
木町役場

◆３～４か月児健診・
ＢＣＧ接種（H19.6.6
～7.5生）相良村会場
◆社会保険出張相
談(受付9:00～11:30，
13:00～14:30）人吉
総合病院

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●読書の日・ノー
　テレビデー

●読書の日・ノー
　テレビデー

●体育の日●家庭の日

●村民体育祭
　総合グラウンド
　9：00開会

●読書の日・ノー
　テレビデー

●地域子育ての日
●地域パトロール

◆保健福祉関係　●教育委員会関係等

困った時、困った人のご相談に…
自動車事故無料相談
名　　称：損保協会　熊本自動車保険請求相談センター

所 在 地：熊本市辛島町8-23　桜ビル辛島町4階

電　　話：096-324-8740

相談受付：毎週月曜日～金曜日（祝祭日休み）9：00～12：00　13：00～17：00

   （弁護士相談）毎月第2第4水曜日（予約制・面談のみ・無料）13：00～16：00

★10月は国民健康保険税第6期・村県

　民税3期分の納付月です。納め忘れの

　ないよう便利な口座振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！

　保育料の納期は毎月25日です。
　（25日が土・日の場合は、翌日になります。）
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(

敬
称
略)

相良村の人口と世帯
（８月末現在）

世帯数　1 ,690 世帯 （　０）

男　性　2 ,526 人　 （△ 4）

女　性　2 ,882 人　 （△ 6）

合　計　5 ,408 人　 （△ 10）

（　）内は、先月末との差

今

回

の

表

紙

吉本開飛ちゃん（中四浦）
（Ｈ１７．１１．２８生まれ）

お父さん　吉本　英明さん
お母さん　　　　恵美さん
（お母さんから）
たくましく育ってね。

わがやのいちばん

　

（
寄
付
者
）  

（
区
名
）

永
田　

ミ
ス
エ　

（
朝
迫
）

笹
渕　

陽
子　
　

（
上
園
）

福
田　

克
美　
　

（
上
園
）

藏
谷　

熊
雄　
　

（
並
木
野
）

尾
方　

豊
和　
　

（
上
川
下
）

　今年の夏も、清流川辺川で

多くの人がキャンプや川遊び、

境田橋や権現橋から飛び込む

様子が見られました。子ども

達はみんな真っ黒に日焼けをし、

夏休みを満喫していました。

学校保健委員会だより 相良村「早寝早起き朝ごはん」
運動にむけて－⑥

　これまで、「早寝早起き朝ごはん」の大切さについて、いろいろな資料をもとに述べられてきま

した。テレビを見過ぎて夜更かしをして、睡眠不足や空腹で授業に集中できない。朝ごはんを食

べないから体温が上がらず体がだるい、やる気が起こらないと言う悪循環にストップをかけるこ

とが必要です。さらに、子ども達がきちんとした生活をする環境づくりをするとともに、私達大

人が率先して手本を示すことが大切だと思います。

　いま学校教育の中で「食育」について指導を行うようになりました。食育のねらいは「いろいろ

な経験を通して食に関する知識や食を選択する力を身につけ、健全な食習慣の形成につながる実

践的な態度を育成すること」で、「早寝早起き朝ごはん」と共通するところがあります。

　相良村児童生徒の生活習慣アンケートの中に好き嫌いや間食についての調査がありました。小

学生で約７割、中学生で約８割が食べ物に好き嫌いがあると答えています。嫌いなものとしては

小、中学生とも野菜や豆類、きのこ類が多いようです。主食と汁物、肉、魚、卵、野菜などをバラ

ンスよくとることが必要です。

　また、ある調査では食事の時、子ども（未就学児から中学生）だけで食べる「食」も増えてきて

いるそうです。家族で向かい合い、楽しい雰囲気の中で子どもの夢や親の願いなどを話す事で食

欲も増し、豊かな心の育成にもつながると思います。

　ものが豊かになり生活が便利になった反面、子供達は我慢強さや模範意識、自立心、コミュニ

ケーション能力などが足りなくなったと言われています。子供達をとりまくいろいろな問題を「食

べる」という基本的なことから見直してみてはどうでしょうか。学校、家庭、地域が連携しながら、

それぞれの教育力を高めることが大切だと思います。

相良村「早寝早起き朝ごはん」
運動にむけて－⑤


